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市第 138 号議案 横浜市道路の構造の技術的基準に 

関する条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

平成 23 年に地域主権改革一括法（平成 23 年法律第 37 号）が公布され、これま

で国が一律で定めていた公共施設の設置管理基準が市町村の条例に委任されまし

た。 

本市では、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準を定めている道路構造

令（昭和 45 年政令第 320 号）を参酌し、横浜市道路の構造の技術的基準に関する

条例（平成 24 年 12 月横浜市条例第 84 号）を制定しています。 

このたび、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）の一部が改正され、それに関連し

て道路構造令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、関係規定の整備を

図るため、条例の一部を改正します。 

 

２ 施行期日 

    令和３年４月１日 

 

３ 改正概要 

(1) 自転車通行帯の新設 

自転車を安全かつ円滑に通行させるために帯状の車道の部分として設けら

れる「自転車通行帯」の規定を新設 

 

(2) 自転車道の設置要件の追加 

自転車のみ走行可能な空間にするために工作物により区画して設けられる

自転車道の設置要件に、「設計速度 60km/h 以上の道路」を対象とする規定を追

加 

 

(3) 自動運行補助施設の追加 

交通事故の防止を図るための交通安全施設に、自動運転車の走行を補助する

ための施設である「自動運行補助施設」を追加 

 

(4) 歩行者利便増進道路の新設 

歩行者空間の確保や歩行者の利便に資する施設を設置し、賑わい創出を図っ

ていく道路である「歩行者利便増進道路」の規定を新設 

資 料 １ 
建築・都市整備・道路委員会 

令 和 ３ 年 ２ 月 1 6 日 

道   路   局 
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【参考】 

(1) 自転車通行帯および自転車道【国土交通省資料より】 

 

 

 

 

(2) 自動運行補助施設【国土交通省資料より】 
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(3) 歩行者利便増進道路【国土交通省資料より】 

 

 

 

 


